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はじめに 
 

---加古川地域森林計画の樹立及び一部変更について--- 

 

 

１  加古川地域森林計画の樹立について 

平成 29 年 4 月 1 日から令和 9年 3月 31 日を計画期間とする加古川地域森林計画は、 

平成 28年 12 月に樹立し、平成 29年 1月 17 日付け兵庫県告示第 32 号により公表した。 

  

 

２   今回変更する加古川地域森林計画について 

（１） 計画の対象とする森林の区域や計画量の変更に伴い、計画内容の一部変更を行い、  

令和 2年 1月 14 日付け兵庫県告示第 38号により公表した。 

（２） 変更箇所にはアンダーラインを付した。 

（３） この変更については、公表の日からその効力を生じるものとする。 
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事 務 所 名 市 町 名

196,038.87

神 戸 市 21,155.44

小　　　計 21,155.44

尼 崎 市 --

西 宮 市 3,442.03

芦 屋 市 570.21

伊 丹 市 --

宝 塚 市 5,341.69

川 西 市 2,059.53

三 田 市 13,185.02

猪 名 川 町 6,953.26

小　　　計 31,551.74

明 石 市 69.88

加 古 川 市 2,972.12

高 砂 市 355.82

稲 美 町 140.65

播 磨 町 --

小　　　計 3,538.47

西 脇 市 9,381.32

三 木 市 7,029.81

小 野 市 2,217.78

加 西 市 6,322.00

加 東 市 6,453.21

多 可 町 14,871.48

小　　　計 46,275.60

丹 波 篠 山 市 27,682.31

丹 波 市 36,357.83

小　　　計 64,040.14

洲 本 市 9,595.34

南 あ わ じ 市 12,678.82

淡 路 市 7,203.32

小　　　計 29,477.48

（注）１　本計画の対象とする森林は、兵庫県農政環境部農林水産局林務課のほか各事務所
　　　　に備え付ける森林計画図において表示する区域の民有林である。
　　　２　この表に掲げる森林面積は、平成30年3月31日現在のものである。

面積（ha）

丹 波 農 林
振 興 事 務 所

洲 本 農 林 水 産
振 興 事 務 所

総　　　　計

神 戸 農 林
振 興 事 務 所

阪 神 農 林
振 興 事 務 所

加 古 川 農 林 水 産
振 興 事 務 所

加 東 農 林
振 興 事 務 所

Ⅱ　 計 　画 　事 　項

第１　計画の対象とする森林の区域

　　　地域森林計画の対象とする森林の区域は、森林計画図において表示する区域内の民有林とする。

　　　また、地域森林計画の対象となる民有林は、次の事項の対象となる。

　（１） 森林法(昭和26年法律第259号)第10条の2第1項の開発行為の許可

　（２） 森林法第10条の7の2第1項の森林の土地の所有者となった旨の届出

　（３） 森林法第10条の8第1項の伐採及び伐採後の造林の届出
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第２ 森林の整備及び保全に関する基本的な事項 

 

１ 森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項 

 
（１）森林の整備及び保全の目標 

森林の主な機能は、水源涵
かん

養機能、山地災害防止機能／土壌保全機能、快適環境形成機能、保

健・レクリエーション機能、文化機能、生物多様性保全機能、地球環境保全機能からなる公益的

機能及び木材等生産機能に大別される。地域においては、関係者の合意の下、発揮を期待する機

能ごとの区域を明らかにし、その機能を十分に発揮できるよう森林の整備及び保全を進めること

とする。その際、期待する機能の発揮に向けた施業が相反する場合以外は、複数の機能を期待す

る森林として取り扱うことも可能とする。 

ただし、地球環境保全機能は、二酸化炭素の吸収や炭素の固定、蒸発散作用等の森林の働きが

保たれることによって発揮される属地性のない機能であるため、区域設定の対象とはしないもの

とする。同様に、生物多様性保全機能については、伐採や自然の攪乱などにより時間軸を通して

常に変化しながらも、一定の広がりにおいて様々な生育段階や樹種から構成される森林が相互に

関係しつつ発揮される機能であり、原生的な森林生態系や希少な生物が生育・生息する森林など

属地的に発揮されるものを除き、区域設定の対象とはしないものとする。 

各機能に応じた森林の望ましい姿については、次のとおりである。 

 

森林の有 

する機能 
森林の望ましい姿 

水源涵
かん

養機能 下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄える隙間に富んだ浸

透・保水能力の高い森林土壌を有する森林であって、必要に応じて浸透を促進する

施設等が整備されている森林。 

山地災害防止

機能／土壌保

全機能 

下層植生が生育するための空間が確保され、適度な光が差し込み、下層植生とと

もに樹木の根が深く広く発達し土壌を保持する能力に優れた森林であって、必要に

応じて山地災害を防ぐ施設が整備されている森林。 

快適環境形成

機能 

樹高が高く枝葉が多く茂っているなど遮蔽能力や汚染物質の吸着能力が高く、諸

被害に対する抵抗性が高い森林。 

保健・レクリ

エーション機

能 

身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に管理され、多様な樹種等からな

り、住民等に憩いと学びの場を提供している森林であって、必要に応じて保健・教

育活動に適した施設が整備されている森林。 

文化機能 史跡・名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成している森

林であって､必要に応じて文化活動に適した施設が整備されている森林。 

生物多様性保

全機能 

原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域にまたがり

特有の生物が生育・生息する渓畔林。 

木材等生産機

能 

林木の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上で良好な樹木により構成

され成長量が高い森林であって､林道等の基盤施設が適切に整備されている森林。 

 

 
（２）森林の整備及び保全の基本方針 

森林の整備及び保全に当たっては、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させるた

め、生物多様性の保全及び地球温暖化の防止に果たす役割並びに近年の地球温暖化に伴い懸念さ

れる集中豪雨の増加等の自然環境の変化や急速な少子高齢化と人口減少、所有者不明森林や整備

の行き届いていない森林の存在等の社会的情勢の変化に加え、資源の循環利用を通じた花粉発生

源対策の推進の必要性も考慮しつつ、適正な森林施業の面的な実施や森林の保全の確保により健

全な森林資源の維持造成を推進する。また、これらを踏まえ森林の状況を適確に把握するための

森林資源のモニタリングの適切な実施や、リモートセンシング及び森林ＧＩＳの効果的な活用を

図ることとする。 

具体的には、森林の有する諸機能が発揮される場である「流域」を基本的な単位として、森林

の有する水源涵
かん

養、山地災害防止／土壌保全、快適環境形成、保健・レクリエーション、文化、
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生物多様性保全及び木材等生産の各機能を高度に発揮するための適切な森林施業の面的な実施、

林道等の路網の整備、委託を受けて行う森林施業又は経営の実施、保安林制度の適切な運用、治

山施設の整備、森林病害虫や野生鳥獣による被害対策などの森林の保護等に関する取組を推進す

る。 

森林の有するこれらの機能ごとの森林整備及び保全の基本方針は、次のとおりである。 

 

森林の有 

する機能 
森林整備及び保全の基本方針 

水源涵
かん

養機能 ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する水源地周辺の森林並びに地域の用

水源として重要なため池、湧水地及び渓流等の周辺に存する森林は、水源涵
かん

養機能

の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとする。 

具体的には、良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を促進

しつつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とするとともに、伐採に伴っ

て発生する裸地については、縮小及び分散を図ることとする。また、自然条件や県

民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を推進することとする。ダム等の利水

施設上流部等において、水源涵
かん

養の機能が十全に発揮されるよう、保安林の指定や

その適切な管理を推進することを基本とする。 

山地災害防止

機能／土壌保

全機能 

山腹崩壊等により人命・人家等施設に被害を及ぼすおそれがある森林など、土砂

の流出、土砂の崩壊の防備その他山地災害の防備を図る必要のある森林は、山地災

害防止機能／土壌保全機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進する

こととする。 

具体的には、災害に強い森林を形成する観点から、地形、地質等の条件を考慮し

た上で、林床の裸地化の縮小及び回避を図る施業を推進することとする。また、自

然条件や県民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を推進することとする。集

落等に近接する山地災害の発生の危険性が高い地域等において、土砂の流出防備等

の機能が十全に発揮されるよう、保安林の指定やその適切な管理を推進するととも

に、渓岸の侵食防止や山脚の固定等を図る必要がある場合には、谷止や土留等の施

設の設置を推進することを基本とする。 

快適環境形成

機能 

県民の日常生活に密接な関わりを持つ里山等であって、騒音や粉塵等の影響を緩

和する森林及び森林の所在する位置、気象条件等からみて風害、霧害等の気象災害

を防止する効果が高い森林は、快適環境形成機能の維持増進を図る森林として整備

及び保全を推進することとする。 

具体的には、地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒音等の防備や大

気の浄化のために有効な森林の構成の維持を基本とし、樹種の多様性を増進する施

業や適切な保育・間伐等を推進することとする。快適な環境の保全のための保安林

の指定やその適切な管理、防風、防潮等に重要な役割を果たしている海岸林等の保

全を推進することとする。 

保健・レクリ

エーション機

能 

観光的に魅力ある高原、渓谷等の自然景観や植物群落を有する森林、キャンプ場

や森林公園等の施設を伴う森林など、県民の保健・教育的利用等に適した森林は、

保健・レクリエーション機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進する

こととする。 

具体的には、県民に憩いと学びの場を提供する観点から、自然条件や県民のニー

ズ等に応じ広葉樹の導入を図るなどの多様な森林整備を推進することとする。ま

た、保健等のための保安林の指定やその適切な管理を推進することとする。 

文化機能 史跡、名勝等の所在する森林や、これらと一体となり優れた自然景観等を形成す

る森林は、潤いある自然景観や歴史的風致を構成する観点から、文化機能の維持増

進を図る森林として整備及び保全を推進することとする。 

具体的には、美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進することとする。

また、風致のための保安林の指定やその適切な管理を推進することとする。 

生物多様性保

全機能 

全ての森林は多様な生物の生育・生息の場として生物多様性の保全に寄与してい

る。このことを踏まえ、森林生態系の不確実性を踏まえた順応的管理の考え方に基
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づき、時間軸を通して適度な攪乱により常に変化しながらも、一定の広がりにおい

てその土地固有の自然条件等に適した様々な生育段階や樹種から構成される森林

がバランス良く配置されていることを目指すものとする。 

とりわけ、原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域

にまたがり特有の生物が生育・生息する渓畔林などの属地的に機能の発揮が求めら

れる森林については、生物多様性保全機能の維持増進を図る森林として保全するこ

ととする。また、野生生物のための回廊の確保にも配慮した適切な保全を推進する

こととする。 

木材等生産機

能 

林木の生育に適した森林で、効率的な森林施業が可能な森林は、木材等生産機能

の維持増進を図る森林として整備を推進することとする。 

具体的には、木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、

森林の健全性を確保し、木材需要に応じた樹種、径級の林木を生育させるための適

切な造林、保育及び間伐等を推進することを基本とする。この場合、施業の集団化

や機械化を通じた効率的な整備を推進することを基本とする。 

将来にわたり育成単層林として維持する森林では、主伐後の植栽による確実な更

新を行うこととする。 

  

 
（３）計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等 

期待する機能の発揮に向けた森林への誘導については、育成のための人為の程度、単層・複層

という森林の階層構造に着目し、以下の育成単層林・育成複層林・天然生林ごとに示すこととす

る。 

 

○計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注）育成単層林：森林を構成する林木を皆伐により伐採し、単一の樹冠層を構成する森林として人

為により成立させ維持される森林。例えば、植栽によるスギ・ヒノキ等からなる

森林。 

育成複層林：森林を構成する林木を帯状若しくは群状又は単木で伐採し、一定の範囲又は同一

空間において複数の樹冠層を構成する森林として人為により成立させ維持され

る森林。例えば、針葉樹を上木とし、広葉樹を下木とする森林。 

天然生林： 主として天然力を活用することにより成立させ維持される森林。例えば、天然更

新によるシイ・カシ・ブナ等からなる森林。 

 

 

区    分 
現況 

（平成 27年度末） 

計画期末 

（平成 38年度末） 

面積 (ha) 

育成単層林 ５０，０１１ ４９，１２３ 

育成複層林 １，１２２ ４，４８６ 

天然生林 １３９，５６７ １３７，０９０ 

森林蓄積（m３/ha） １５９ １７１ 
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第３ 森林の整備に関する事項 

 

１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。） 

市町村森林整備計画の策定にあたっては、次に掲げる指針を基準として、市町内の気象、地形、

地質、土壌等の自然条件、森林資源の構成、森林の有する多面的な機能の発揮に対する社会的要

請、施業制限の状況、木材需要等を勘案し立木の伐採に関する計画事項を定めるものとする。 

 

（１）立木の伐採（主伐）の標準的な方法に関する指針 

立木竹の伐採のうち主伐については、更新（伐採跡地（伐採により生じた無立木地）が、再

び立木地となること）を伴う伐採であり、その方法については、皆伐又は択伐によるものとす

る。 

立木の伐採（主伐）にあたっては、森林の有する公益的機能の発揮と森林生産力の維持増進

に配慮して行うこととし、伐採跡地が連続することがないよう、伐採跡地間には、少なくとも

周辺森林の成木の樹高程度の幅を確保するものとする。さらに、林地の保全、雪崩、落石等の

防止、寒風害等の各種被害の防止、風致の維持、及び渓流周辺や尾根筋等の森林における生物

多様性の保全等のため必要がある場合には、所要の保護樹帯を設置することとする。 

また、森林の生物多様性の保全の観点から、施業の実施に当たっては、野生生物の営巣、餌

場、隠れ場として重要な立木の保残に努めることとする。 

伐採後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新の方法を定め、その方法を勘案

して伐採を行うものとする。特に、伐採後の更新を天然更新による場合には、天然稚樹の生育

状況、母樹の保存、種子の結実等に配慮することとする。 

なお、立木の伐採（主伐）の標準的な方法は、市町村森林整備計画において立木の伐採（主

伐）を行う際の規範として定めるものとする。 

 

ア 皆伐に関する指針 

皆伐については、主伐のうち択伐以外のものとする。 

自然条件及び公益的機能の確保の必要性を踏まえ、適切な伐採区域の形状、１箇所当たり

の伐採面積の規模及び伐採区域のモザイク的配置に配慮し、適切な更新を図ることとする。 

 

○人工林（育成単層林施業）の場合 

① 皆伐は、１箇所あたりの伐採面積を適当な規模とするとともに、伐採箇所についても努

めて分散を図ることとし、落石等の防止、寒風害等の各種被害の防止及び風致の維持等の

ために必要がある場合には保護樹帯を積極的に残すなど、気象害の防止や林地の保全及び

公益的機能の発揮に配慮するものとする。 

② 主伐の時期は、樹種ごとの生産目標に対応する径級に達した時期に行うものとし、公益   

的機能のより高度な発揮及び多様な木材需要に対応できるよう、地域の森林構成等を踏

まえ、多様化、長期化を図るよう努めるものとする。 

③ 「兵庫県の森林施業体系（平成７年１月林務課作成）」を参考にした本計画区における

主伐の目安は次のとおりとする。 
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樹 種 

 

標準的な施業体系 

 

  主伐時期 

  の 目 安 

  （年） 

       

 

 

 生産目標 

 

仕立て方法 

 

期待径級 

   ( ㎝) 

ス ギ 

 

 一般建築用材 

 

  中仕立て 

 

  ３０ 

 

    ４０ 

 

一般建築用材 

 

  中仕立て  

 

  ３２ 

 

  ６０ 

ヒノキ 

 

 一般建築用材 

 

  中仕立て 

 

  ２２  

 

    ４５ 

 

 一般建築用材 

 

  中仕立て 

 

  ２６  

 

    ６０ 

マ ツ 
 

 一般材等 

 

  中仕立て 

 

  ２０  

 

    ４０ 

 

 

○天然林（育成単層林施業）の場合 

皆伐は植栽が確実に実施されるか、地域の既往の林業施業等から判断してぼう芽の発生

や稚樹の生育が確実に見込まれ、天然更新が確実な林分で実施するものとする。 

 

イ 択伐に関する指針 

択伐については、主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方法で

あって、単木・帯状又は樹群を単位として、伐採区域全体ではおおむね均等な割合で行う

ものとする。 

択伐にあたっては、森林の有する多面的機能の維持増進が図られる適正な林分構造とな

るよう、一定の立木材積を維持するものとし、適切な伐採率によることとする。 

 

○人工林（育成複層林施業）の場合 

① 単木択伐による場合は、森林生産力の増進が図られる適正な林分構造に誘導するよう適

切な伐採率、繰り返し期間により行うものとする。 

② 群状択伐、帯状択伐による場合は、適切な伐採区域の形状、伐採面積の規模、伐採箇所

の分散等に配慮して行うものとする。 

③ 林地生産力が低い森林や、山地災害等の危険の高い森林では、強度の間伐で下層植生の

生育に適した相対照度とし、複層林施業の導入を図るものとする。 

 

○天然林（育成複層林施業）の場合 

人為と天然力の適切な組み合わせにより複数の樹冠層を構成する森林に確実に誘導する

観点から、気候、地形、土壌等の自然条件を踏まえ、森林を構成している樹種、林分構造

等を勘案し、稚樹や母樹の保存、優良なぼう芽を発生させることに配慮し、伐採を行うも

のとする。 

 

（２）立木の標準伐期齢に関する指針 

標準伐期齢は、主要樹種ごとに下表に示す林齢を基礎として、平均成長量が最大となる林齢
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を基準に森林の有する公益的機能や平均伐採齢、森林の構成を勘案して、立木の伐採（主伐）

の時期に関する指標として市町村森林整備計画で定めるものとする。ただし、標準伐期齢に達

した時点での森林の伐採を義務付けるものではない。 

 

 

   地   区 

 

      樹種別の標準伐期齢の基礎となる年齢（年） 

 

 ス ギ  

 

 ヒノキ  

 

 マ ツ  

 

その他針葉樹 

 

広 葉 樹 

 

 

 加古川森林計画区 

 

 

   ３５ 

 

 

   ４０ 

 

 

   ４０ 

 

 

    ４５ 

 

 

   １５ 

 

 

２ 造林に関する事項  

 

（１）人工造林に関する指針 

人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や公益的機能の発揮の必要

性から植栽を行うことが適当である森林のほか、木材等生産機能の発揮が期待され、将来にわた

り育成単層林として維持する森林において行うこととする。 人工造林に関することについては、

市町村森林整備計画において人工造林を行う際の規範として定めるものとする。 

 

ア 人工造林の対象樹種に関する指針 

市町村森林整備計画における植栽樹種の選定にあたっては、第１に土壌、地質及び周囲の自然

環境に適応し、諸害に耐えて健全に育成するよう適地適木を基本に、第２には従来からの活着や

成長の状況を勘案し、良好な生育が見込まれるものとし、さらに、地域における造林種苗の需給

動向及び木材の利用状況等も勘案し、広葉樹や郷土樹種を含む幅広い樹種を定めるものとする。

なお、人工造林においては、花粉症が社会問題化している現状を踏まえ、花粉の少ない品種への

転換に努めるものとする。 

また、風致の維持や生物多様性の確保のために標準以外の樹種を植栽する場合にあっては、そ

の地域を市町村森林整備計画においてこれを定めるものとする。 

 

イ 人工造林の標準的な方法に関する指針 

 

○人工林の植栽本数の指針について 

植栽本数は、主要樹種について、「兵庫県の森林施業体系」にある下表の植栽本数を基礎 

として、既往の植栽本数を勘案し、市町村森林整備計画において定めるものとする。 

また、コンテナ苗の活用や伐採と造林の一貫作業システムの導入に努めることとする。 

 

 

樹  種 

 

仕立て方法 

 

植栽本数（本／ｈａ） 

 

ス   ギ 

 

中 仕 立 て 

 

３，５００ 

 

ヒ ノ キ 

 

中 仕 立 て 

 

３，５００ 

 

マ   ツ 

 

中 仕 立 て 

 

４，０００ 
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○人工林（育成単層林施業）の場合 

① 植栽時期は、早春と晩秋の２期に分けられる。気候、苗木の生理的条件、労務関係等

を考慮して決定する。 

② 植付け方法は、植付けた苗木が活着し、健全な成長を行うため優良な苗木を選び、て

いねいに植付ける。 

なお、造林用苗木には、県優良種苗需給連絡要綱に基づいて生産流通する苗木を用い

るものとする。 

③ 緩傾斜地に位置し、林地生産力が高い用材生産の適地では、針葉樹等による再造林を

行うこととし、用材生産に適さない森林や急傾斜地では、広葉樹の植栽による広葉樹林

化を図るなどモザイク的な配置とする。 

④ 用材生産を目的としない環境林等の場合は、現地の状況等に応じた植栽本数とする。 

⑤ 木材生産機能の発揮が期待され、将来にわたり維持する場合は、主伐後の確実な植栽

及び保育等を推進することとする。 

 

○人工林（育成複層林施業）の場合 

景観の保全等の社会的ニーズや、山地災害等の危険の高い森林では天然力等を活用した

広葉樹の導入による針広混交林化を図ることにより、複層林に誘導する。 

 

○天然林（育成単層林施業、育成複層林施業）の場合 

植え込み本数は、天然稚樹等の有無及びその配置等を勘案して決定し、植栽木とともに

生育が期待できる有用天然性稚幼樹については、努めて保残する。 

 

ウ 伐採跡地の人工造林をすべき期間に関する指針 

森林の有する公益的機能の維持及び早期回復並びに森林資源の造成のため、伐採跡地の人工造

林をすべき期間は、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して、皆伐の場合は２

年、択伐の場合は５年とする。なお、伐採跡地の人工造林をすべき期間は、市町村森林整備計画

において人工造林を行う際の規範として定めるものとする。 

 

（２）天然更新に関する指針 

天然更新については、気候、地形、土壌等の自然条件、林業技術体系等からみて、主として

天然力を活用することにより適確な更新が図られる森林において行うこととする。天然更新に

関する指針については、市町村森林整備計画において天然更新を行う際の規範として定めるも

のとする。 

 

ア 天然更新の対象樹種に関する指針 

後継樹として更新の対象とする高木性の樹種を次のとおり定める。 

スギ、ヒノキ、アカマツ、クロマツ、クリ・ナラ類、シイ・カシ類、ブナ、ホオノキ、ケヤキ、

ミズメ、ヌルデ、シロダモ、リョウブ、ヤマウルシ、ヤマハゼ、ネズミモチ、ヤブニッケイ、ヤ

ブツバキ、タブノキ、クスノキ、ヤマザクラ、ヤマモモ等、その他県内に自生し高木性の樹種を

対象とする。 

またぼう芽による更新が可能な樹種は、上記のうちスギ、ヒノキ、アカマツ、クロマツを除い

たものとする。 

 

イ 天然更新の標準的な方法に関する指針 

天然下種更新による場合には、それぞれの森林の状況に応じて、地表処理、刈出し、植込み等

の天然更新補助作業を行うこととする。 

・地表処理については、ササや粗腐植の堆積等により天然下種更新が阻害されている箇所におい

て、かき起こし、枝条整理等の作業を行うこととする。 

-8-



 

・刈出しについては、ササなどの下層植生により天然稚樹の生育が阻害されている箇所について

行うこととする。 

・植込みについては、天然稚樹等の生育状況等を勘案し、天然更新の不十分な箇所に必要な本数

を植栽することとする。 

・ぼう芽更新による場合には、ぼう芽の発生状況等を考慮し、必要に応じ、芽かき又は植込みを

行うこととする。 

天然更新すべき立木の本数は３，０００本／haとする。これは、期待成立本数１０，０００本

／haに１０分の３（立木度）を乗じたものとする。天然更新をすべき期間における、更新樹種の

成立本数が３，０００本／haに満たない場合には、速やかな更新を図る観点から、天然更新補助

作業又は植栽により更新を行うものとする。また更新樹種の確実な成立のために、更新樹種の生

存、成長を阻害する競合植物（ササ、低木、シダ類、キイチゴ類、高茎草本等）など周辺の植生

の草丈に一定程度の余裕高を加えた樹高以上のものを成立本数の対象とする。なお、天然更新の

標準的な方法は、市町村森林整備計画において天然更新を行う際の規範として定めるものとする。 

 

ウ 伐採跡地の天然更新をすべき期間に関する指針 

伐採跡地の天然更新をすべき期間は、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算し

て伐採後５年以内とする。ただし、自然条件、周辺環境等によっては、森林の有する公益的機能

の維持を発揮するため、早期回復を図ることとする。 

 

（３）植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する指針 

ぼう芽更新に適した立木や天然下種更新に必要な母樹の賦存状況、天然更新に必要な稚幼樹の

生育状況、林床や地表の状況、病虫害及び鳥獣害の発生状況、当該森林及び近隣の森林における

主伐箇所の天然更新の状況等を勘案して、天然更新が期待できない森林について、植栽によらな

ければ適確な更新が困難な森林として市町村森林整備計画において定められることとする。 

また、更新に当たっては、花粉の少ない森林への転換を図るため、花粉症対策に資する苗木の

植栽、針広混交林への誘導に努めることとする。 

 

（４）その他必要な事項 

シカの食害など野生動物による被害が想定される箇所については、野生動物防護柵を設置する

など適切な獣害対策を行うことにより、確実な更新が図られるようにするものとする。また、対

策によっても適切な更新が困難であると想定される森林は、皆伐を避け択伐等を行うことにより

森林の公益的機能が維持されるよう努めることとする。 

 

３ 間伐及び保育に関する基本的事項 

 

市町村森林整備計画の策定に当たっては、次に掲げる指針を基準として市町内の気象、地質、土

壌等の自然条件、森林資源の構成、森林の有する諸機能の発揮に対する社会的要請、間伐、保育の

実施状況等を勘案し、森林の質的向上と健全性の維持が図られるよう、森林の状況に応じて適時適

切な間伐・保育の方法を定めるものとする。なお、間伐・保育の標準的な方法は、以下各事項を指

針とするほか「兵庫県の森林施業体系」を参考とするものとする。 

 

（１）間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法に関する指針 

間伐にあたっては、森林資源の質的向上を図るとともに、適度な下層植生を有する適正な林分

構造が維持されるよう、適切な伐採率により繰り返し行うこととする。特に、高齢級の間伐にあ

たっては、立木の成長力に留意することとする。 

また、森林の立木の生育の促進並びに林分の健全化及び利用価値の向上を図るため、下表に示

す内容を基礎とし、既往における間伐の方法を勘案して、林木の競合状態等に応じた標準的な間

伐の開始時期、繰り返し期間、間伐率、間伐木の選定方法その他必要な事項のめやすを定めるも
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のとする。 

なお、間伐は、材積に係る伐採率が３５％以下であり、かつ、伐採年度の翌年度の初日から起

算しておおむね５年後においてその森林の樹冠疎密度が１０分の８以上に回復することが確実で

あると認められる範囲内で行うものとし、その標準的な方法は、市町村森林整備計画において立

木の伐採（間伐）を行う際の規範として定めるものとする。 

 

 

樹 種 

施業体系 間伐時期（年） 間伐の方法 

 

生 産 

目 標 

 

 

植栽本数 

（ha当たり） 

 

初 

 

回 

 

２ 

回 

目 

 

３ 

回 

目 

 

４ 

回 

目 

 

材積間伐率 

 

 

選木基準 

 

 

ス ギ 

 

 

中径材 

    

伐期  

 40年 

 

3,500 本 

中仕立て 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

 

おおむね２０

～３０％ 

 間伐率は枯損や除伐で 

2,900本（40年生伐期）、

2,600本（60年生伐期）成

立状態から間伐を開始す

るものと仮定し算出した。 

初回は形質不良木から

順に選木することとする

が、不良木のみでなく満遍

なく間伐を行うものとす

る。 

  ２回目以降は、主伐時 

まで残存すべき優れた形 

質の木を選択し、それ以 

外の木を適正な間隔をお 

いて選木する。     

中径材 

    

伐期  

 60年 

3,500 本 

中仕立て 

18 25 31 40 

ヒノキ 

   

柱  材 

    

伐期  

 45年 

    

    

 

3,500 本 

中仕立て 

   

22 30 

  

37 － おおむね２０

～３０％ 

 間伐率は枯損や除伐で 

2400本成立状態から間伐 

を開始するものと仮定し 

算出した。初回は形質不 

良木から順に選木するこ 

ととするが、不良木のみ 

でなく満遍なく間伐を行 

うものとする。 

  ２回目以降は、主伐時 

まで残存すべき優れた形 

質の木を選択し、それ以 

外の木を適正な間隔をお 

いて選木する。     

 

中径材 

    

伐期  

 60年 

    

 

3,500 本 

中仕立て 

 

22 

 

30 

 

37 

 

45 

（注） 時期（林齢）及び間伐率は、地位や生産目標が異なることにより植栽本数が上記以外の 

場合もあるので、地位の良否、植栽本数の多少に応じて、調整すること。
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（２）保育の標準的な方法に関する指針 

森林の立木の生育の促進並びに林分の健全化及び利用価値の向上を図るため、下表に示す内容

を基礎とし、既往における保育の方法を勘案して、標準的な保育の時期、回数、作業方法その他

必要な事項のめやすを定めるものとする。 

なお、市町内の保育が適切に実施されていない森林であってこれを早急に実施する必要のある

ものについては、実施すべき保育の方法及び時期について、標準的な方法とは別に定め、積極的

に整備推進を図るものとする。 

 

下　　刈 ⑧ 非積雪地

スギ 下刈５～８回（この間につる切り１～２回） 育成単層林

つる切り 中径材生産

伐期　40年・60年

3,500本 間伐　伐期40年は

植え 除　　伐 　15～30年、伐期60年は

　18～40年に4回

枝 打 ち ⑧

３回（伐期40年は打ち上げ４ｍ）

３回（伐期60年は打ち上げ4.5ｍ) 地位  2

下　　刈 非積雪地

ヒノキ 下刈５～10回 育成単層林

つる切り 柱材・中径材生産

伐期　45年・60年

3,500本 間伐　22～37年に3回

植え 除　　伐 　伐期60年は45年で

２回 　第4回目の間伐を実施

枝 打 ち

４回（打ち上げ６ｍ）

地位　1

樹　種
保育の
種　類

備　　　考

① ⑩

⑯

実　施　林　齢　・　回　数

林齢 2015

⑧ ⑬

①

1 5 10

伐期60年は２回

⑮

⑱

伐期40年は8年生で１回

⑩ ⑮

⑨

最大積雪深　　30cm未満

傾斜度　　35度未満

海抜　　700未満

最大積雪深　　30cm未満

傾斜度　　35度未満

海抜　500未満(伐期40年)

　　　600未満(伐期60年)
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（３）その他必要な事項 

○人工林（育成単層林施業）の場合 

① 下刈りについては、目的樹種の成長を阻害する草本植物等を除去し、目的樹種の健全な育

成を図るために行うものとする。下刈りに当たっては、局地的気象条件、植生の繁茂状況等

に応じた適切な時期及び作業方法により行うこととし、その実施時期については、目的樹種

の生育状況、植生の種類及び植生高により判断すること。 

②  除伐については、下刈りの終了後、樹冠がうっ閉する前の森林において、目的樹種の成長

を阻害する樹木等を除去し、目的樹種の健全な成長を図るために行うものとする。除伐に当

たっては、森林の状況に応じて適時適切に行うこととし、目的外樹種であっても、その生育

状況や将来の利用価値を勘案し、有用なものは保残し育成すること。 

③ 間伐は、林冠がうっ閉して林木相互の競争が生じ始めた時期を開始時期とし、適正な林分

構成が維持されるよう適切な伐採率及び適切な繰り返し期間により行うこと。 

また、積雪地については、雪害防止の観点から形状比に考慮するなど特に留意すること。 

④ 雪起こし等、耐雪のための施業が必要な場合は、状況に応じ適切な時期に行うこと。 

⑤ 枝打ちは、林内照度を上昇させ下層植生の生育を促すとともに、材質向上も図られること

から生産目標に応じて適時適切に行うこと。 

 

○人工林（育成複層林施業）の場合 

① 除伐、間伐及び枝打ちは、上層木や下層木の成長を考慮し、適正な林分構造が維持される

よう育成単層林施業に準じて適時適切に行うこと。 

② 下刈については、植生の繁茂状況に応じて、育成単層林施業に準じて適切な時期及び作業

方法により行うこと。 

 

-12-



４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

市町村森林整備計画の策定にあたっては、次にあげる指針を基準として、公益的機能別施業森

林等の区域及び当該区域内における施業の方法を定めるものとする。 

 

（１） 公益的機能別施業森林の区域の基準及び当該区域内における施業の方法に関する指針 

 

ア 区域の設定の基準 

森林の有する公益的機能の別に応じて当該公益的機能の維持増進を図るための森林施業

を推進すべき森林の区域は、森林の整備及び保全の目標を踏まえつつ、森林整備及び保全の

基本方針に基づき、これらの公益的機能の維持増進を図るための森林施業を積極的かつ計画

的に実施することが必要かつ適切と見込まれる森林の区域について設定する。 

具体的には、保安林など法令に基づき森林施業に制限を受ける森林の所在、対象森林に関

する自然条件及び社会的条件、森林の機能の評価区分（「森林の機能別調査実施要領の制定

について」（昭和 52年 1月 18 日付け 52林野計第 532 号林野庁長官通知）に基づく評価区分

をいう。）等を参考とし、区域を設定することとする。この際、区域内において機能が重複

する場合には、それぞれの機能の発揮に支障がないように設定すること。 

以下、区域の設定にあたっての指針を示す。 

 

① 水源の涵
かん

養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

・森林の機能の評価区分：水源涵
かん

養機能が H 

・法指定等：保安林（水源涵
かん

養、干害防備） 

・森林の位置等：上水道水源の集水域等 

等の分布状況を踏まえ、林班単位等で面的に設定する。 

② 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を推

進すべき森林 

・森林の機能の評価区分：山地災害防止機能が H 

・法指定等：保安林（土砂流出、土砂崩壊、なだれ、落石）、山地災害危険地区 

・森林の位置等：人家等の隣接地 

等の分布状況を踏まえ、土砂流出防止に係るものは林班単位等で面的に設定し、土砂崩壊に

係るものは特定の区域で設定（林班にとらわれなくても可）する。 

③ 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

・森林の機能の評価区分：生活環境保全機能が H 

・法指定等：保安林（飛砂、潮害、風害、雪害、霧害） 

・森林の位置等：集落や農地の周縁部 

等の分布状況を踏まえ、特定の区域で設定（林班にとらわれなくても可）する。 

④ 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

・森林の機能の評価区分：保健文化機能が H 

・法指定等：保安林（保健、風致） 

・森林の位置等：森林公園・史跡等の周辺、希少動植物の生息地等の分布状況を踏まえ、特

定の区域で設定（林班にとらわれなくても可）する。 
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イ 施業の方法に関する指針 

① 水源の涵
かん

養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

伐期の延長とともに、皆伐によるものについては伐採面積の規模の縮小を行うこと。 

② 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健文

化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

特にこれらの公益的機能の発揮を図る森林については択伐による複層林施業を行うこ

と、それ以外の森林については複層林施業を行うこととする。また、適切な伐区の形状・

配置等により伐採後の林分においても機能の確保ができる場合には、長伐期施業（標準

伐期齢のおおむね２倍に相当する林齢以上の林齢において主伐を行う森林施業）を行う

ことも可能であり、そのうち皆伐によるものについては伐採に伴って発生する裸地の縮

小及び分散を図ること。 

③ 特定広葉樹育成施業を推進すべき森林の基準 

保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち、森林の構成

及び配置の状況、地域住民の意向等から見て、風致の優れた森林の維持又は造成のため

に特定の樹種の広葉樹を育成することが適切な森林について林班・小班により定めるも

のとする。 

 

（２）木材等生産機能の維持増進を図る森林区域の基準及び当該区域内における森林施業の方法に

関する指針 

 

ア 区域の設定の基準 

林木の生育が良好な森林で地形、地理等から効率的な森林施業が可能な森林の区域につい

て、森林の機能の評価区分（木材生産機能が H）等を参考に森林の一体性も踏まえつつ、木

材等生産機能の維持増進を図る森林の区域を設定する。 

この際、区域内において(1)の機能と重複する場合には、それぞれの機能の発揮に支障が

ないように設定すること。 

 

イ 施業の方法に関する指針 

森林施業の方法として、生産目標に応じた伐採の方法等を定めるとともに、植栽による確

実な更新、保育及び間伐等の実施、森林施業の集約化等を通じた効率的な森林整備を推進す

ること。 

 

（３）その他必要な事項 

公益的機能別施業森林及び木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき

森林の区域は、重複を認めるものとし、公益的機能の発揮に支障が生じないよう、施業方法を

定めることとする。また、設定に当たっては、自然的社会的経済的諸条件を総合的に勘案して、

森林所有者が受認し得る範囲内で定めなければならない。 

木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域については、森林

の公益的機能の発揮に留意しつつ、路網整備、森林施業の集約化・機械化等を通じた効率的な

森林整備を推進することとし、多様な木材需要に応じた持続的・安定的な木材等の生産が可能

となる資源構成となるよう、努めることとする。 
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５ 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項  

 

（１）林道等の開設及び改良に関する基本的な考え方  

林道は、適正な森林の整備による公益的機能の高度発揮、効率的かつ安定的な林業経

営の確立のほか、森林の総合的利用、山村地域の生活環境の整備、地域産業の振興等に

とって重要な役割を果たしているため、林道と森林作業道を適切に組み合わせた路網整

備を進める。 

また、自然条件や社会的条件が良く、将来にわたり育成単層林として維持する森林を

主体に整備を加速化させるなど、森林施業の優先順位に応じた整備を推進することとす

る。 

 ○基幹路網の現状 

区分 路線数 延長(km) 

      林 道 314 360 

 

 

（２）効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムの基本的

な考え方  

傾斜区分に応じた路網整備水準を目標とし、路網と高性能林業機械を組み合わせ

た低コストで効率的な作業システムを導入する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域（路網整備等推進区域）の

基本的な考え方  

傾斜が急峻な箇所や脆弱な地質、土壌である箇所を除き、かつ森林の機能別調査にお

いて「木材等生産機能」が「Ｌ」以外の森林について、路網の整備と森林施業の集約化

により低コストな森林施業を推進する区域を設定するものとする。 

 

（４）路網の規格・構造についての基本的な考え方 

適切な規格・構造の路網の整備を図る観点等から、路網整備にあたっては、林道規程（昭和４

８年４月１日４８林野道第１０７号林野庁長官通知）、林業専用道作設指針（平成２２年９月２４日

２２林整整第６０２号林野庁長官通知)及び森林作業道作設指針（平成２２年１１月１７日林整整

第６５６号林野庁長官通知）を基本として都道府県が定める林業専用道作設指針、森林作業道

作設指針により開設する。 

 

（５）更新を確保するため林産物の搬出方法を特定する森林の所在及びその搬出方   

法  

該当なし 

区分 作業システム 路網密度（m/ha） 

 林道 

緩傾斜地 

（0°～15°） 

車両系 

作業システム 
１００～２５０ ３５～５０ 

中緩傾斜地 

（15°～30°） 

車両系 

作業システム 
７５～２００ ２５～４０ 

架線系 

作業システム 
２５～７５ ２５～４０ 

急傾斜地 

（30°～35°） 

車両系 

作業システム 
６０～１５０ １５～２５ 

架線系 

作業システム 
１５～５０ １５～２５ 

急峻地 

（35°～ ） 

架線系 

作業システム 
５～１５ ５～１５ 
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６ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の合理化に

関する事項 

 

森林整備を推進するためには林業の振興による資源循環型林業の促進を図る必要があるため、森

林施業の共同化、林業の担い手の育成、林業機械化の推進、国産材の流通・加工体制の整備等を有

機的関連のもとに計画的、総合的に推進する。 

 

（１）森林の経営の受委託等による森林の経営規模の拡大に関する方針及び森林施業の共同化に関す

る方針 

 

ア 森林組合等による森林施業の受託の促進 

① 森林経営計画制度を活用し、森林経営の森林組合等への委託を促進して、森林施業の集約化

を図るものとする。 

② 不在村森林所有者が多い地域にあっては、当該所有者に対する普及啓発活動を強化し、適正

な森林施業の確保による森林の整備に努めるものとする。 

③ 森林所有者に対して施業の具体的な内容や収支見込み等を示す「森林施業プランナー」の育

成を図り、提案型による集約化施業の推進を図る。 

④ 森林の経営管理（自然的経済的社会的諸条件に応じた適切な経営又は管理を持続的に行うこ

とをいう。以下同じ。）を森林所有者自らが実行できない場合には、市町が経営管理の委託を

受け、林業経営に適した森林については意欲と能力のある林業経営者に再委託するとともに、

再委託できない森林及び再委託に至るまでの間の森林については市町が自ら経営管理を実施す

る森林経営管理制度を活用する。 

 

 

イ 地域の合意形成の促進等 

路網の整備状況等からみて一体的かつ効率的に整備することが適当である区域において、森林

施業を共同して行うため、市町は市町村森林整備計画に基づき、森林所有者間の施業実施協定の

締結を促進するものとし、森林組合は協定に基づく施業の実施に努めるものとする。 

 

ウ 森林施業共同化の指導体制の強化 

農林振興事務所、市町、森林組合等地域に密着した機関による森林所有者への指導活動を強化

するものとする。 

 

（２）林業に従事する者の養成及び確保に関する方針 

 

ア 林業事業体の体質強化 

① 森林組合等林業事業体については、提案型施業の強化等により安定的事業量の確保に努める

とともに、経営の多角化、広域合併、協業化等により、組織・経営基盤の強化を推進するもの

とする。 

② 施業の集約化を推進するため、施業内容やコスト等を明示する提案型施業の実務を担う森林

施業プランナーの育成や能力向上に努めるものとする。 

 

イ 林業従事者の養成及び確保 

① 事業量の確保による雇用の長期化、安定化を図るとともに、月給制の導入や社会保障制度へ

の加入促進、林業機械化の推進等による就労条件の改善を図り、新規参入者の確保に努めるも
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のとする。 

特に、「緑の雇用」を通じた新規就業者の育成・確保や、フォレストワーカー等の認定によ

るキャリア形成支援に取り組むとともに、林業労働者の確保の促進に関する法律に基づく「林

業労働力確保支援センター」を中心として、林業事業体における経営の合理化と雇用管理の改

善を促進するための措置や林業への就業を促進するための措置を実施していく。 

また、各事業体の安全管理体制の強化による労働安全衛生の向上に努めるものとする。 

② 林業技術者に対する研修等の実施により、多様な条件に対応できる高度な技術・技能を有す

る人材の養成に努めるものとする。 

 

ウ 林業後継者の育成 

① 林家の子弟等が林業への関心を持ち、林業に新規就業しうる環境を整備するとともに、指導

林家・青年林業士・林研グループ等、地域リーダーの活動を支援し、次代を担う林業後継者

を育成するものとする。 

② 林業後継者が持続可能な林業経営を確立できるよう、地域の特性に応じた経営手法・生産性

の向上など幅広い技術の普及指導に努めるものとする。 
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（３）作業システム高度化に資する林業機械の導入の促進に関する方針 

ア 高性能林業機械の導入の促進 

① 間伐等の森林整備に伴う伐出作業の生産性の向上及び労働強度の軽減を図るため、路網と林

業機械を組み合わせた作業システムを導入し、低コストで高効率、かつ安全な作業を推進す

る。 

② 林業機械の導入は、地形、路網密度、対象林分などの作業条件や作業人員、年間事業量など

の事業体の条件に適したものとする。 

 

イ 高性能林業機械作業システムの目標 

地形や路網密度に応じた代表的な作業システムと労働生産性の目標は次のとおりとする。 

なお、地形等の条件から高性能林業機械の適用が困難な作業地については、従来の作業シス

テムを改良し、労働生産性の向上に努めるものとする。 

 

○ 代表的な作業システムと労働生産性 

出典：「路網と高性能林業機械を組み合わせた低コスト作業システム導入マニュアル」（日本森林技術協会） 

（※１）労働生産性（ｍ3/人日）は、使用機械や作業条件などにより異なる。（小型（７ｔｸﾗｽ）：７～９、中型（12t

ｸﾗｽ）：9～12、大型（20tｸﾗｽ）：12～14） 

（※２）労働生産性（ｍ3/人日）は、伐採方法により異なる。（列状間伐：10～15、点状間伐：7～12） 

（※３）労働生産性（ｍ3/人日）は、地形傾斜（度）により異なる。（緩傾斜（20未満）：8.0、中傾斜（21～30）：

6.0、急傾斜（31～35）：4.5 ） 

 

（４）林産物の利用促進のための施設の整備に関する方針 

 

ア 生産・流通・加工を通じた関係者の合意形成 

民有林と国有林との連絡を密に行い、また、川上から川中、川下まで一体となった合理的な木

材の生産・流通・加工システムの確立を図るため、地域材の利用促進のための取り組みを行って

いくものとする。 

 

イ 木材流通の合理化 

流域を単位とした計画的な木材生産と素材の安定的出荷を推進するとともに、流域内における

木材市場を地域材の集荷拠点と位置付け、素材生産業者、製材業者等との連携により需要者の要

望に適合した素材の選別と集荷量の拡大に努める。 

また、外材に対抗できる製品を消費者に提供するため、品質・価格・供給力で競争力あるシス

テムを作る必要がある。 

作業システム 地形傾斜 路  網 システムの工程 
労働生産性 

（ｍ3/人日） 

ハ ー ベ ス タ 系

（緩傾斜） 
車両型 緩傾斜 高密路網 

（伐倒・造材） → （集搬・巻立） 

ハーベスタ    フォワーダ（＋グラップル）  
８～１２ 

グラップル（ウ

インチ付）系 
車両型 緩～急傾斜 高密路網 

（伐倒）→（木寄集材）→（造材）→（積込み）→（集搬）→（巻立） 

ﾁｪｰﾝｿｰ ｳｲﾝﾁ付ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ ﾌﾟﾛｾｯｻ  ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ  ﾌｫﾜｰﾀﾞ  ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ 

７～１４ 

（※１） 

ｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞﾘｰﾁｸﾞ

ﾗｯﾌﾟﾙ系 
車両型 中～急傾斜 普通路網 

（伐倒）→（木寄集材）→（造材）→（積込み・集搬・巻立） 

ﾁｪｰﾝｿｰ ｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞﾘｰﾁｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ ﾌﾟﾛｾｯｻ   ﾌｫﾜｰﾀﾞ 

７～１５ 

（※２） 

スイングヤーダ

系 
架線型 中～急傾斜 普通路網 

（伐倒）→（木寄集材）→（造材・積込み）→（集搬・巻立） 

ﾁｪｰﾝｿｰ  ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ   ﾌﾟﾛｾｯｻ      ﾌｫﾜｰﾀﾞ 

４．５～８ 

（※３） 
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第４ 森林の保全に関する事項 

 

１ 森林の土地の保全に関する事項 

（１）土地の形質の変更に当たって留意すべき事項 

土石の採取、盛土等土地の形質の変更に当たっては、森林の土地の保全に十分留意するとと

もに、当該地の地形、地質等の条件、土地形質の変更の態様及び行うべき施業の内容等に留意

して、その実施区域の選定を行うこと。また、実施区域の選定については、土地の形状変更に

よる森林景観の変化が当該地の森林の景観を大きく損うことのないよう景観の保全にも十分

配慮すること。 

土砂の切取、盛土を行う場合には、切土斜面、盛土斜面の安定を十分に図り、必要に応じて

法面緑化工の施工、土留工、水路工等の設置など法面の保護を図ること。 

その他土地の形質を変更する場合は、その態様に応じて土砂の崩壊・流出等の防止に必要な

施設を設置するなど、適切な保全措置を講じること。 

森林の土地の形質の変更後に、森林以外の明確な土地利用がなされない場合は、可能な範囲

で森林に復元し、森林の保続培養と森林生産力の増進を図ること。 

 

（２）樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区 

本地区は、山地災害危険地区調査により、下記のとおりとする。 

なお、下記以外に機能別森林の山地災害防止機能を高度に発揮させる必要のある森林及び保安

林を含む。 

事務所名 

    及び市町名      

山腹崩壊危険地区 

      (ha) 

崩壊土砂流出危険地区 

        (ha) 

地すべり危険地区 

      (ha) 

    計  

   (ha) 

総  数 4,660 1,788 318 6,766 

神戸農林 

水産振興 

事務所 

神戸市  923   501  18   1,442 

小 計  923   501  18   1,442 

阪神農林 

振興事務所 
西宮市   85    48   0    133 

芦屋市   35    22   0    57 

宝塚市    72    40   0    112 

川西市    26     6   0    32 

三田市    58    17   0    75 

猪名川町    34    13   0    47 

小 計 310 146   0 456 

加古川 

農林水産 

振興事務所 

明石市     0     0   0     0 

加古川市    101    29   0    130 

高砂市    89     7   0    96 

稲美町     0     0   0     0 

小 計   190    36   0   226 
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加東農林 

振興事務所 
西脇市   413   213   0   626 

三木市    67     3  67   137 

小野市    47     1   0   48 

加西市   288    28   0   316 

加東市    94    11   0   105 

多可町   467   224   0   691 

小 計 1,376   480  67 1,923 

丹波農林 

振興事務所 
丹波篠山市   319   177   0   496 

丹波市   937   348 128 1,413 

小 計 1,256   525 128 1,909 

洲本農林 

水産 

振興事務所 

洲本市    143    28  13   184 

南あわじ市   266    49  92   407 

淡路市   196    23   0   219 

小 計   605   100 105   810 

 

（３）森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその搬出方法 

該当なし 

 

２ 保安施設に関する事項 

 

（１）保安林の整備に関する事項 

森林の持つ多面的機能のうち、水源のかん養、山地災害の防止、快適な生活環境や自然環境の

保全などに重要な役割を果たしている森林を保安林として指定し、伐採や開発行為を制限すると

ともに、適切な森林整備等を実施することにより、保安林機能の確保を図る。 

 

（２）保安施設地区の指定に関する事項 

該当なし 

 

（３）治山事業の実施に関する事項 

台風等の集中豪雨等により荒廃した森林については、治山施設の設置と森林整備を一体的に組

み合わせるなど効果的・効率的な防災対策を展開し、保安林機能の回復を図る。 

 

（４）特定保安林の整備に関する事項 

指定の目的に即して機能していないと認められる保安林の機能回復を図るため、農林水産大臣

が全国森林計画に基づき指定する特定保安林において、間伐等の施業を早急に実施する必要のあ

ると認められる森林について「要整備森林」とし、森林の現況に応じて、必要な施業方法及び時

期等を明らかにした上で、積極的にその施業を実施していくこととする。 
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３ 鳥獣害の防止に関する事項 

市町村森林整備計画の策定にあたっては、次にあげる方針を基準として、鳥獣害防止森林区

域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法を定めるものとする。 

（１）鳥獣害防止森林区域の基準及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法に関する方針 

ア 区域の設定の基準 

「鳥獣害防止森林区域の設定に関する基準について」（平成28年10月20日付け28林整研

第180号林野庁長官通知）に基づき、シカを対象鳥獣とし、当該対象鳥獣による森林被害の

状況等を把握できる全国共通のデータ等に基づき、林班を単位として鳥獣害を防止するた

めの措置を実施すべき森林の区域を定めることとする。 

イ 鳥獣害の防止の方法に関する方針 

当計画区では、森林の適確な更新及び造林木の確実な育成を図ることを旨として、シカ

被害対策として、シカ被害から直接造林地を守るため防護柵を設置するなど、鳥獣害防止

対策を推進する。 

その際、関係行政機関等と連携した対策を推進することとし、鳥獣保護管理施策や農業

被害対策等との連携・調整するよう努めることとする。 

（２）その他必要な事項 

鳥獣害の防止の方法の実施状況を確認する方法については、必要に応じて各種会議での情

報交換、区域内で森林施業を行う林業事業体や森林所有者等からの情報収集、植栽木の保護

措置の実施箇所への調査･巡回等に努めるものとする。 
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４ 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項 

（１）森林病害虫等の被害対策の方針 

① 松くい虫被害対策 

森林病害虫等防除法に基づき、保全すべき公益的機能の高い松林等を防除区域、その周

辺に位置する松林を周辺区域に指定し、これらの指定区域を対象に予防・駆除対策を効率

的に実施することで、松林の持つ公益的機能の持続的発揮を図る。また、環境に配慮した

防除を推進し、特別伐倒駆除や天敵利用型伐倒駆除等による農薬使用の軽減及び被害木の

有効利用(破砕材のパルプ材等への利用)に努めるとともに、兵庫県産抵抗性マツ「ひょう

ご元気松」の植栽により、松くい虫被害が発生しにくい条件整備も併せて実施する。 

＜対象松林概況と被害対策の実施方針＞ 

 松林区分 松林区分毎の実施方針 

防 

 

除 

 

区 

 

域 

【県指定】 

高度公益機能

森    林 

保安林及びそれに準じた機能の高い松林を対象として

区域を指定し、特別防除・地上散布・樹幹注入等の予防

対策と伐倒駆除等の駆除対策を効果的に実施し､重点的

に防除する。 

【市町指定】 

地 区 保 全 

森       林 

木材資源として優良な松林、又は松たけ山等地域経 

済上重要な松林で、主に高度公益機能森林と一体(高度 

公益機能森林から概ね10Km以内かつ面積10ha以上)とな 

って保全を図る松林を対象として区域を指定し、高度公 

益機能森林に準じて防除を実施する。 

周 

 

辺 

 

区 

 

域 

【県指定】 

被害拡大防止 

森    林 

高度公益機能森林の周辺(概ね２km)にある松林を対象 

として区域を指定し、高度公益機能森林への被害拡大 

を防止するため、伐倒駆除の実施及び感染源の除去によ 

る樹種転換を促進する。 

【市町指定】 

地区被害拡大 

防 止 森 林 

地区保全森林周辺(概ね2km)にある松林を対象として区 

域を指定し、地区保全森林への被害拡大を防止するた 

め、被害拡大防止森林に準じて防除を実施する。 

 

② ナラ枯れ被害対策 

県下で被害が拡大しているナラ枯れについては、被害先端地での重点的な防除と、保

安林等公益的機能の高い森林等で防除を実施するとともに、新たな被害木の早期発見・

早期駆除により被害の拡大を防止し、森林の公益的機能の低下を防止する。 

 

（２）鳥獣害対策の方針（３に掲げる事項を除く。） 

３（１）アにおいて定める対象鳥獣以外の鳥獣による森林被害及び鳥獣害防止森林区域

外における対象鳥獣による森林被害については、その防止に向け、シカの個体数管理、被

害管理、生息地管理といったシカ管理施策等と連携を図りつつ、野生鳥獣の被害や生息の

動向に応じた広域かつ効果的な森林被害対策を推進すると共に、地域の実情を踏まえ野生

鳥獣との共存にも配慮した対策を適切に推進する。 

 

（３）林野火災の予防の方針 

 林野火災の予防のための啓発活動を強化するとともに、森林火災予防のための機材、標

識等を設置し、林野火災の軽減を図る。また、不慮の災害に備えて森林保険の加入促進を

図る。 
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第５ 保健機能森林の区域の基準その他保健機能森林の整備に関する事項 

 

保健機能森林は、森林の有する保健機能を高度に発揮させるための森林の施業及び公

衆の利用に供する施設の整備の一体的な推進により、森林の保健機能の増進を図るべき

森林である。市町村森林整備計画の策定にあたっては、次にあげる指針を基準として、

森林資源の構成、周辺における森林レクリェーションの動向等を勘案して、森林の保健

機能の増進を図ることが適当と認められる場合について、保健機能森林の整備に関する

事項を定めるものとする。 

 

（１）保健機能森林の区域の基準 

保健機能森林は、湖沼、渓谷等と一体となって優れた自然美を構成している森林、

かつて燃料や肥料の採取等の生活に密着して利用され、「地域における景観・風景

の形成」「多様な動植物の生息地」「健康、環境教育、レクリェーション的利用」

に供されてきた里山林等、保健機能の高い森林のうち、自然環境の保全に配慮しつ

つ、その森林の存する地域の実情、その森林の利用者の意向等からみて、森林の保

健機能の増進を図るため整備することが適当であり、かつ、その森林施業の担い手

が存在するとともに、森林保健施設の整備が行われる見込みのある森林について設

定するものとする。 

 

（２）その他保健機能森林の整備に関する事項 

 

ア 保健機能森林の区域内の森林における施業の方法に関する指針 

保健機能森林の施業については、森林の保健機能の増進を図るとともに、施設の設

置に伴う森林の有する水資源かん養、国土保全等機能の低下を補完するため、自然環

境の保全及び森林の有する諸機能の保全に配慮しつつ、択伐施業、広葉樹育成施業等

多様な施業を積極的に実施するものとする。 

また、利用者が快適に散策等を行えるよう適度な林内照度を維持するため、間伐、

除伐等の保育を積極的に行うものとする。 

なお、保健機能森林の設定、保健機能森林の整備等にあたっては、当該森林によっ

て確保されてきた自然環境の保全及び国土の保全に適切な配慮を行うものとする。 

また、対象森林を構成する立木の期待平均樹高（その立木が標準伐期齢に達したと

きに期待される樹高（標準伐期齢に達している立木にあってはその樹高）を定めるも

のとする。 

 

イ 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備の指針 

施設の整備にあたっては、自然環境の保全、国土の保全及び文化財の保護に配慮し

つつ、地域の実情、利用者の意向等を踏まえ、「森林の保健機能の増進に関する特別

措置法」に基づいて多様な施設の整備を行うものとする。 

 

ウ その他必要な事項 

保健機能森林の管理・運営にあたっては、自然環境の保全に配慮しつつ、森林の保

全と両立した森林の保健機能の増進が図られるよう、地域の実情、利用者の意向等を

踏まえて、森林及び施設の適切な管理、防火体制、防火施設の整備並びに利用者の安

全及び交通の安全の確保に留意することとする。 
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単位　材積：1,000 

総数 針葉樹 広葉樹 総数 針葉樹 広葉樹 総数 針葉樹 広葉樹

1,425 1,353 72 257 185 72 1,168 1,168 0

前半5ヵ年
の計画量

712 677 36 128 93 36 584 584 0

前半5ヵ年の計画量 6491,042

人工造林 天然更新

2,084

区分

第６　計画量等

１　伐採立木材積

総数

総数 1,298

間伐面積

12,972

6,486

３　人工造林及び天然更新別の造林面積
単位　面積：ha

総数

区分

単位　面積：ha

前半5ヵ年の計画量

総数

区分

２　間伐面積

主伐 間伐
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種類 区分 位置

開設 97 路線 9,709

拡張 17 路線 114 箇所 6,312 改良

19 路線 5,767 舗装

開設 自動車道 林道 神戸市 100 - 1 中山線 729

計 1 路線 729

開設 神戸農林水産振興事務所計 1 路線 729

（六甲治山事務所）

拡張 自動車道 林道 三田市 大根谷線 1 箇所 360 改良

1,500 360 ○ 舗装

1 路線 1 箇所 360 改良

計 1,500 360 舗装

拡張 阪神農林振興事務所計 1 路線 1 箇所 360 改良

（六甲治山事務所） 1 路線 1,500 360 舗装

開設 自動車道 林道 西脇市 213 - 1 ｳﾂﾛｸﾁ線 1,000 52

自動車道 林道 西脇市 213 - 2 明楽寺線 1,000 85

拡張 自動車道 林道 西脇市 213 - 3 門柳山線 500 56 舗装

自動車道 林道 西脇市 213 - 4 門柳山支線 600 50 舗装

自動車道 林道 西脇市 213 - 5 ﾂｳﾗ線 1 箇所 132 改良

自動車道 林道 西脇市 213 - 6 高倉線 5 箇所 85 改良　

自動車道 林道 西脇市 213 - 7 西光寺谷線 10 箇所 175 改良

2,160 175 舗装

自動車道 林道 西脇市 213 - 3 門柳山線 5 箇所 56 改良

500 56 舗装

自動車道 林道 西脇市 213 - 4 門柳山支線 5 箇所 50 改良　

- 600 50 舗装　

開設 計 2 路線 137 　

拡張 5 路線 26 箇所 498 改良　

5 路線 387 舗装　

開設 自動車道 林道 加西市 220 - 1 上万願寺線 2,200 80

自動車道 林道 加西市 220 - 2 下万願寺線 2,300 34

自動車道 林道 加西市 220 - 3 鎌倉線 1,500 41

拡張 自動車道 林道 加西市 220 - 4 畑線 5 箇所 186 改良

2,000 186 舗装

自動車道 林道 加西市 220 - 5 笠形線 12 箇所 565 ○ 改良

1,000 565 ○ 舗装

開設 計 3 路線 155

拡張 2 路線 17 箇所 751 改良

2 路線 3,000 751 舗装

開設 自動車道 林道 加東市 228 - 1 光明寺線 20

開設 計 1 路線 20

開設 自動車道 林道 多可町 365 - 1 天神郷線 1,400 34

自動車道 林道 多可町 365 - 2 入角線 800 135

自動車道 林道 多可町 365 - 3 牧野大池線 1,000 135

自動車道 林道 多可町 365 - 4 入角東線 1,400 94

自動車道 林道 多可町 365 - 5 西ヶ音線 800 80

自動車道 林道 多可町 365 - 6 ヲコサカ線 500 19

自動車道 林道 多可町 365 - 7 善光寺線 1,000 30

自動車道 林道 多可町 365 - 8 三谷口線 2,000 122

自動車道 林道 多可町 365 - 9 国木谷線 1,000 76

自動車道 林道 多可町 365 - 10 妙法寺線 1,200 31

自動車道 林道 多可町 365 - 11 東ヶ音線 1,000 98

自動車道 林道 多可町 365 - 12 西北山線 800 89

自動車道 林道 多可町 365 - 13 大玉線 300 27

自動車道 林道 多可町 365 - 14 西ノ山線 1,600 126

自動車道 林道 多可町 365 - 15 ブショ谷山線 300 31

開設 自動車道 林道 多可町 365 - 16 宮前支線 300 43

自動車道 林道 多可町 365 - 17 前山線 300 62

４　林道の開設又は拡張に関する計画

拡張
・

開設
路線名

利用区域
前半

５ヵ年
の計画
箇所

備考

延長及び

路線番号 箇所数
面　積
（ha）（ｍ）

総　　　　計

82,046

20,257

3,600

3,600

3,600

2,000

4,360

6,000

2,000

2,000
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種類 区分 位置
拡張
・

開設
路線名

利用区域
前半

５ヵ年
の計画
箇所

備考

延長及び

路線番号 箇所数
面　積
（ha）（ｍ）

自動車道 林道 多可町 365 - 18 向山線 100 101

自動車道 林道 多可町 365 - 19 北山線 400 79

自動車道 林道 多可町 365 - 20 岩座神中山線 200 22

自動車道 林道 多可町 365 - 21 丹治・三原線 3,346 213

自動車道 林道 多可町 365 - 22 千ケ峰・三国岳線 300 1,729 ○ 　

自動車道 林道 多可町 365 - 23 政鍛冶線 400 66

自動車道 林道 多可町 365 - 24 谷ノ口線 1,500 60

自動車道 林道 多可町 365 - 25 岩戸線 800 30

自動車道 林道 多可町 365 - 26 岸谷線 900 24

拡張 自動車道 林道 多可町 365 - 27 大平線 280 100 舗装

自動車道 林道 多可町 365 - 13 大玉線 280 96 舗装

自動車道 林道 多可町 365 - 28 小野山線 367 31 舗装

自動車道 林道 多可町 365 - 29 小山線 300 278 舗装

自動車道 林道 多可町 365 - 30 奥小山線 6 箇所 285 改良

300 285 舗装

　 自動車道 林道 多可町 365 - 31 深谷線 10 箇所 171 改良

171 舗装

自動車道 林道 多可町 365 - 14 西ノ山線 20 箇所 341 改良

自動車道 林道 多可町 365 - 32 スルデ線 2 箇所 70 改良

自動車道 林道 多可町 365 - 22 千ケ峰・三国岳線 6 箇所 1,729 ○ 改良

4,000 1,729 ○ 舗装

自動車道 林道 多可町 365 - 33 岸谷線 5 箇所 24 改良

900 24 舗装

自動車道 林道 多可町 365 - 34 峰越線 1,600 178 舗装

自動車道 林道 多可町 365 - 35 笠形線 12 箇所 972 ○ 改良

1,800 972 ○ 舗装

開設 計 26 路線 3,556 　

拡張 7 路線 61 箇所 3,592 改良

10 路線 3,864 舗装

開設 加東農林 32 路線 3,868 　

拡張 振興事務所計 14 路線 104 箇所 4,841 改良　

17 路線 5,002 舗装

開設 自動車道 林道 丹波市 223 - 1 室谷石戸 線 21

自動車道 林道 丹波市 223 - 2 室　池 線 60

自動車道 林道 丹波市 223 - 3 下小倉 線 52

自動車道 林道 丹波市 223 - 4 久　原 線 35

自動車道 林道 丹波市 223 - 5 藤ノ目 線 95

自動車道 林道 丹波市 223 - 6 見　長 線 76

自動車道 林道 丹波市 223 - 7 芦　谷 線 113

自動車道 林道 丹波市 223 - 8 佐野奥 線 50

自動車道 林道 丹波市 223 - 9 西　野 線 39

自動車道 林道 丹波市 223 - 10 赤井１号 線 50

自動車道 林道 丹波市 223 - 11 赤井２号 線 72

自動車道 林道 丹波市 223 - 12 細　見 線 90

自動車道 林道 丹波市 223 - 13 清住奥１号 線 118

自動車道 林道 丹波市 223 - 14 コシャッタ 線 55

自動車道 林道 丹波市 223 - 15 奥　山 線 136

自動車道 林道 丹波市 223 - 16 長尾谷 線 56

自動車道 林道 丹波市 223 - 17 南山田 線 97

自動車道 林道 丹波市 223 - 18 船　坂 線 28

自動車道 林道 丹波市 223 - 19 ウトンド 線 102

自動車道 林道 丹波市 223 - 20 市　原 線 78

自動車道 林道 丹波市 223 - 21 大　宝 線 23

自動車道 林道 丹波市 223 - 22 日　向 線 62

自動車道 林道 丹波市 223 - 23 初　土 線 58

開設 自動車道 林道 丹波市 223 - 24 湯　舟 線 41

自動車道 林道 丹波市 223 - 25 小野原 線 87

自動車道 林道 丹波市 223 - 26 稲　土 線 90

730

23,646

10,557

33,646

17,917

500

300

100

300

300

200

300

200

200

300

300

200

500

300

300

300

1,100

200

700

1,000

700

700

700

700

700

1,000
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種類 区分 位置
拡張
・

開設
路線名

利用区域
前半

５ヵ年
の計画
箇所

備考

延長及び

路線番号 箇所数
面　積
（ha）（ｍ）

自動車道 林道 丹波市 223 - 27 野瀬ツバ 線 67

自動車道 林道 丹波市 223 - 28 高　谷 線 20

自動車道 林道 丹波市 223 - 29 三春滝ｶﾞ鳴 線 306

自動車道 林道 丹波市 223 - 30 古路地 線 54

自動車道 林道 丹波市 223 - 31 西中地 線 87

自動車道 林道 丹波市 223 - 32 鏡佐中 線 78

自動車道 林道 丹波市 223 - 33 赤　塚 線 93

自動車道 林道 丹波市 223 - 34 炭　釜 線 164

自動車道 林道 丹波市 223 - 35 滝ｶﾞ鳴支 線 114

自動車道 林道 丹波市 223 - 36 城　山 線 33

自動車道 林道 丹波市 223 - 37 西野々 線 30

自動車道 林道 丹波市 223 - 38 渋谷三宝 線 153

自動車道 林道 丹波市 223 - 39 阿草鍬ヶ谷 線 52

自動車道 林道 丹波市 223 - 40 阿草貝谷 線 122

自動車道 林道 丹波市 223 - 41 谷川奥山 線 128

自動車道 林道 丹波市 223 - 42 小野尻北ヶ谷 線 78

自動車道 林道 丹波市 223 - 43 小新屋ウトウ 線 45

自動車道 林道 丹波市 223 - 44 西谷アクタ 線 82

自動車道 林道 丹波市 223 - 45 清　水 線 61

自動車道 林道 丹波市 223 - 46 乙河内 線 138

自動車道 林道 丹波市 223 - 47 長　尾 線 64

自動車道 林道 丹波市 223 - 48 酒　梨 線 33

自動車道 林道 丹波市 223 - 49 端　　 線 31

自動車道 林道 丹波市 223 - 50 南　　 線 20

自動車道 林道 丹波市 223 - 51 相　原 線 62

自動車道 林道 丹波市 223 - 52 友　政 線 20

自動車道 林道 丹波市 223 - 53 多々田 線 21

自動車道 林道 丹波市 223 - 54 五台の径 線 43

拡張 自動車道 林道 丹波市 223 - 55 黒見向山 線 7 箇所 694 改良

自動車道 林道 丹波市 223 - 56 郷　付 線 2 箇所 417 改良

開設 計 54 路線 3,983

拡張 2 路線 9 箇所 1,111 改良

開設 自動車道 林道 丹波篠山市 221 - 1 サカイ谷 線 31

自動車道 林道 丹波篠山市 221 - 2 カメイ 線 46

自動車道 林道 丹波篠山市 221 - 3 スイ谷 線 64

自動車道 林道 丹波篠山市 221 - 4 東中下板井 線 35

自動車道 林道 丹波篠山市 221 - 5 二　両 線 90

自動車道 林道 丹波篠山市 221 - 6 宇　土 線 63

自動車道 林道 丹波篠山市 221 - 7 岩　崎 線 77

自動車道 林道 丹波篠山市 221 - 8 西光寺 線 241

自動車道 林道 丹波篠山市 221 - 9 和田寺 線 238

開設 計 9 路線 885

開設 丹波農林 63 路線 4,868

拡張 振興事務所計 2 路線 9 箇所 1,111 改良

　 　 　 　 　 　

開設 自動車道 林道 洲本市 205 - 1 柏原諭鶴羽線 244

開設 計 1 路線 6,000 244

拡張 自動車道 林道 南あわじ市 224 - 1 諭鶴羽線 線 405 舗装

拡張 計 1 路線 405 舗装

開設 洲本農林水産 1 路線 244

拡張 振興事務所計 1 路線 405 舗装

100

200

1,300

100

100

700

200

200

100

200

100

900

400

700

600

700

700

1,400

300

200

100

200

200

200

100

300

700

1,900

25,000

1,100

1,500

2,500

1,000

1,500

1,000

1,000

2,600

1,600

13,800

38,800

6,000

840

840

6,000

840
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53,055

31,090

21,268

4,681

259 134
- -

43 22
131 68

1,776 920
141 74

2,350 1,218
41 19
31 14

437 204
76 36

1,081 504
102 47

1,767 824
- -
- -

0 0
- -

1 1
3 3
4 4

4,121 2,046

0 0 指定理由の消滅
- -

5 3 指定理由の消滅
1 1 指定理由の消滅
4 2 指定理由の消滅
7 4 指定理由の消滅

16 10
- -

0 0 指定理由の消滅
2 1 指定理由の消滅
6 3 指定理由の消滅
2 0 指定理由の消滅
7 3 指定理由の消滅

17 7
- -
- -
- -
- -

0 0 指定理由の消滅
5 3 指定理由の消滅
5 3

39 20
※　四捨五入のため、積み上げと小計、計の値は一致しない。

５　保安林整備及び治山事業に関する計画

（１）　保安林として管理すべき森林の種類別面積等

　　①　保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積

単位　面積：ha

保安林の種類

面積(ha)

備考前半５カ年の計
画面積

総数(実面積) 51,004

水源涵養
かん　　

のための保安林 29,965

災害防備のための保安林 20,335

保健、風致の保存等のための保安林 4,684

　　②　計画期間内において保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及び面積等

指定／
解除

種類
森林の所在 面積(ha)

指定又は解除を
必要とする理由

備考
流域

前半５カ年
の計画面積

武庫川
六甲地区
加古川

淡路地区
小計

災害の防備 由良川
神崎川
武庫川

六甲地区
加古川

淡路地区
小計

保健・風致等 由良川
神崎川
武庫川

六甲地区
加古川

淡路地区
小計

計

指定／
解除

種類
森林の所在 面積(ha)

指定
水源の涵

かん

養
由良川
神崎川

指定又は解除を
必要とする理由

備考
流域

前半５カ年
の計画面積

解除
水源の涵

かん

養
由良川
神崎川
武庫川

六甲地区
加古川

淡路地区
小計

災害の防備 由良川
神崎川
武庫川

六甲地区
加古川

淡路地区
小計

保健・風致等 由良川
神崎川
武庫川

六甲地区
加古川

淡路地区
小計

計
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3,000

188

　　③　計画期間内において指定施業要件の整備を相当とする森林の面積

種類

指定施業要件の整備区分

伐採の方
法の変更

皆伐面積
の変更

択伐率
の変更

間伐率
の変更

植栽
の変更

水源の涵
かん

養

（２）　保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等

該当無し

（３）　実施すべき治山事業の数量

森林の所在 治山事業施工地区数
主な工種

６　要整備森林の所在、面積、実施すべき施業の方法及び時期

   該当なし

備考
市町村

前半5ヵ年の
計画地区数

神戸市、西宮市、芦
屋市、宝塚市、川西
市、三田市、猪名川
町、加古川市、高砂
市、西脇市、三木
市、小野市、加西
市、加東市、多可

町、丹波市、丹波篠
山市、淡路市、洲本

市、南あわじ市

95

渓間工
山腹工

森林整備
地すべり防止

-29-



第７ その他必要な事項 

 

１ 保安林その他制限林の施業方法 

 

ア 保安林の区域内の森林 

     保安林の施業方法全般の留意事項は次のとおりである。 

   ただし、個々に指定された保安林の施業方法は保安林台帳に記載された方法及び、森林法

施行令並びに森林法施行規則に定められた方法とする。 

 

（ア）主伐の方法 

    ａ 伐採できる立木は、各市町村森林整備計画で定めた標準伐期齢以上のものとする。 

    ｂ 伐採方法は、下記３区分とする。 

     (ａ)皆伐（皆伐を含む自由な伐採方法がとれるもの） 

     (ｂ)択伐（伐採区域内の立木を均等な割合で、単木的に選定し伐採するもの、あるい

は樹群を単位とする伐採で、当該伐採により生じる無立木地が 0.05ha 未満である

もの) 

     (ｃ)禁伐 (全ての立木の伐採を禁止するもの) 

 

（イ）伐採の限度 

    ａ 皆伐限度は、毎年度四半期ごとに公表される面積の範囲内とする。 

        ｂ １箇所あたりの皆伐面積の限度は、原則として次の範囲内において伐採跡地からの

土砂の流出の危険性、急激な疎開による周辺の森林への影響等に配慮して定めるも

のとしている。 

(ａ)水源かん養保安林(急傾斜地の森林及び保安施設事業の施行地等の森林その他森

林施業上これと同一の取扱いをすることが適当と認められる森林に限る。) 20ha

以下 

(ｂ)土砂流出防備、飛砂防備、干害防備及び保健の各保安林 10ha 以下  

(ｃ)その他の保安林(当該森林の地形、気象、土壌等の状況を勘案し、特に保安機能の

維持又は強化を図る必要があるものに限る。) 20ha 以下 

   

（ウ）植栽の方法等 

      ａ 満 1 年生以上の苗を、概ね１ha 当たり伐採跡地につき的確な更新を図るために必要

なものとして、農林水産省令で定める植栽本数以上の割合で、均等に分布するように

植栽するものとする。 

 

イ  保安林の林種別の施業方法 

 

（ア）水源かん養保安林 

    林況が粗悪な森林並びに伐採の方法を制限しなければ、急傾斜地、保安施設事業の施行

地等の森林で土砂が崩壊し、又は流出するおそれがあると認められるもの及びその伐採跡

地における成林が困難になるおそれがあると認められる森林にあっては、択伐としその程

度が特に著しいと認められるものにあっては禁伐としている。 

    その他の森林にあっては伐採種を定めていない。 

 

（イ）土砂流出防備保安林 

    保安施設事業の施行地の森林で地盤が安定していないものその他伐採すれば著しく土砂

が流出するおそれがあると認められる森林にあっては、禁伐としている。 

    地盤が比較的安定している森林にあっては、伐採種を定めていない。 

その他の森林にあっては択伐としている。 

 

（ウ）土砂崩壊防備保安林 
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    保安施設事業の施行地で地盤が安定していないもの、その他伐採すれば著しく土砂が崩

壊するおそれがあると認められる森林にあっては、禁伐としている。 

    その他の森林にあっては択伐としている。 

 

(エ) 飛砂防備保安林 

   林況が粗悪な森林及び伐採すればその伐採跡地における成林が著しく困難と認められる

森林にあっては、禁伐としている。 

    その他地表が比較的安定している森林にあっては、伐採種を定めない。 

    その他の森林にあっては択伐としている。 

 

（オ）防風保安林 

    林帯の幅が狭小な森林(その幅がおおむね 20ｍ未満のものをいうものとする。)、その他

林況が粗悪な森林及び伐採すればその伐採跡地における成林が困難になるおそれがあると

認められる森林にあっては択伐(その程度が特に著しいと認められるもの(林帯については、

その幅がおおむね 10ｍ未満のものをいうものとする。)にあっては禁伐)としている。 

    その他の森林にあっては、伐採種を定めていない。 

 

（カ）潮害防備保安林 

    林況が粗悪な森林及び伐採すればその伐採跡地における成林が著しく困難になるおそれ

があると認められる森林にあっては、禁伐とする。 

     その他の森林にあっては、択伐としている。 

 

（キ）干害防備保安林 

    林況が粗悪な森林並びに伐採の方法を制限しなければ、急傾斜地等の森林で土砂が流出

するおそれがあると認められるもの及び用水源の保全又はその伐採跡地における成林が困

難になるおそれがあると認められる森林にあっては、択伐(その程度が特に著しいと認めら

れるものにあっては禁伐)としている。 

    その他の森林にあっては、伐採種を定めていない。 

 

（ク）防火保安林 

    禁伐としている。 

 

（ケ）魚つき保安林 

    伐採すればその伐採跡地における成林が著しく困難になるおそれがあると認められる森

林にあっては、禁伐としている。 

        魚つきの目的にかかる海洋、湖沼等に面しない森林にあっては伐採種を定めない。 

その他の森林にあっては択伐としている。 

 

（コ）航行目標保安林 

    伐採すればその伐採跡地における成林が著しく困難になるおそれがあると認められる森

林にあっては、禁伐としている。 

    その他の森林にあっては択伐としている。 

 

（サ）保健保安林 

    伐採すればその伐採跡地における成林が著しく困難になるおそれがあると認められる森

林にあっては、禁伐としている。 

    地域の景観の維持を主たる目的とする森林のうち、主要な利用施設又は眺望点からの視

界外にあるものにあっては伐採種を定めない。 

    その他の森林にあっては択伐としている。 

 

 （シ）風致保安林 
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    風致の保存のため特に必要あると認められる森林にあっては、禁伐としている。 

    その他の森林にあっては択伐としている。 

 

ウ 国立公園特別地域内における森林 

 
（ア）特別保護地区 

   ａ 主伐 
     伐採種は禁伐とする。 
   ｂ 鉱物の掘採または土石の採取は、原則として禁止する。 
   ｃ 土地の開墾、その他の形状変更をきたす行為は原則として禁止する。 

 

（イ）第１種特別地域 
ａ 第１種特別地域は禁伐とする。ただし、風致維持に支障のない場合に限り単木択伐法

を行うことができる。 
   ｂ 単木択伐法は次の規定により行う。 
    (ａ)伐期齢は、標準伐期齢に見合う林齢に 10 年を加えたもの以上であること。 
    (ｂ)択伐率は現在蓄積の 10% 以内とする。 

ｃ  鉱物の掘採又は土石の採取は、露天掘りによるものは原則として禁止する｡ 露天掘り

以外の方法によるものでも抗口を第１種特別地域に設けるものは原則として禁止する。 

   ｄ 土地の開墾その他の形状変更をきたす行為は原則として禁止する。 

 

（ウ）第２種特別地域 
ａ 第２種特別地域は択伐とする。ただし、風致維持に支障のない場合に限り皆伐法によ

ることができる。 
ｂ 国立公園計画に基づく車道、歩道、集団施設地区及び単独施設の周辺（造林地、要改

良林分、薪炭林を除く）は、原則として単木択伐法によるものとする。 
    ｃ 伐採齢は、標準伐期齢に見合う林齢以上とする。 
   ｄ 択伐率は、用材林においては現在蓄積の 30% 以内とし、薪炭材においては 60% 以内

とする。 
ｅ  伐採及び更新に際し、とくに風致上必要と認める場合は、自然保護局長は、伐区、樹

種、林型の変更を要望することができる。 
    ｆ 特に指定した風致樹については、保存及び保護に努めること。 
   ｇ 皆伐法による場合は、次のとおりとする。 
    (ａ)一伐区の面積は、2 ha 以内とする。 

ただし、疎密度 10 分の 3 より多く保残木を残す場合または車道、歩道、集団施設地

区、単独独施設等の主要公園利用地点から望見されない場合は、伐区面積を増大させる

ことができる。 
    (ｂ)伐区は、更新後 5 年以上を経過しなければ連続して設定することはできない。 
      この場合においても、伐区は努めて分散しなければならない。 

ｈ 鉱物の掘採又は土石の採取は、露天掘りによるものは、原則として禁止する。露天掘

り以外によるものでも抗口を第 1 種特別地域に設けるものは原則として禁止する。 

ｉ 土地の開墾、その他の形状変更をきたす行為は、風致景観上支障のない場合を除き原

則として禁止する。(主たる景観から望見できない場所で､かつ、軽微な形状変更を除く｡) 

 

 
（エ）第３種特別地域 

    全般的な風致の維持を考慮して施業を行うこととし、特に施業方法は定めない。 

ただし、風致維持に著しい支障のある場合はこの限りではない。 
    鉱物の掘採又は土石の採取は、露天掘りによるものは、原則として禁止する。 

ただし、現地形を大幅に改変するおそれがないものはこの限りでない。 
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エ 国定公園特別保護地区及び特別地域の森林 

 
（ア）特別保護地区 

    国立公園特別保護地区の森林に準ずる。 

 
 （イ）第１種特別地域の森林 
    国立公園第１種特別地域の森林に準ずる。 

 
（ウ）第２種特別地域の森林 

    国立公園第２種特別地域の森林に準ずる。 

 
 （エ）第３種特別地域の森林 
    国立公園第３種特別地域の森林に準ずる。 

 

オ 県立自然公園特別地域の森林 
  

（ア）第１種特別地域の森林 
    国立公園第１種特別地域の森林に準ずる。 

 
 （イ）第２種特別地域の森林 
    国立公園第２種特別地域の森林に準ずる。 

 
（ウ）第３種特別地域の森林 

     国立公園第３種特別地域の森林に準ずる。 

 
カ 県自然環境保全地域の特別地区 

 
   主伐は原則として択伐とする。 
   環境の保全と創造に関する条例に基づく許可を受けること 

 
 キ 林業種苗法による特別母樹林 

 
（ア）主伐 

ａ 伐採種 

     原則として禁伐とする。ただし、林業種苗法に基づき許可を受けた場合には伐採でき

る。 
ｂ 伐採許可の対象 

    (ａ)  倒木又は枯死木 
    (ｂ)  老齢で結実しなくなった樹木 
    (ｃ)  病虫害まん延防止の場合 
    (ｄ)  立木密度の高い森林における劣勢木等 

 

ク 文化財保護法により史跡、名勝、天然記念物に指定されている区域の森林 

 
  （ア）主伐 

    文化財保護法第 125 条の規定により、伐採及び搬出等で現状を変更し、又は保存に影響

を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を要する。 

     なお、非常災害等の応急措置をとる場合等はこの限りではないが、事前に各市町教育委

員会まで内容を問い合わせること。 
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（イ）その他 

落葉・下層植生・土石の採取、その他指定地域内の地形の現状変更をきたす行為は文化

庁長官の許可を要する。 

 

ケ 砂防指定地の森林 

 

（ア）主伐 

ａ  伐採種 

木竹を伐採し又は樹根を採取する行為は許可を要する。なお、砂防工事により施工し

た山腹植裁地での伐採は原則として禁止する。 

ｂ  木竹を滑下し、又は地引きにより搬出する行為は許可を要する。 

 

（イ）その他 

    土石の採取又は集積、その他土地の形質の変更等の行為をするときは許可を要する。 

 

コ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律による特別保護地区の森林 

 

      立木竹の伐採は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく許可が

必要である。 

ただし、単木択伐、立木竹の本数において 20％以下の間伐、保育のためにする下刈、除

伐については許可を要しない。 

 

サ 都市緑地法による特別緑地保全地区 

 

  主伐は択伐とし許可を要する。ただし、公益性が特に高いと認められる事業に係る行為の

うち、緑地保全上著しい支障を及ぼすおそれがない場合で、森林法上の保安施設事業及び林

業を営む行為においては許可を要しない。 

 

シ 近畿圏の保全区域の整備に関する法律における近郊緑地保全区域 

主伐は択伐とし届出を要する。ただし、公益性が特に高いと認められる事業に係る行為の

うち、緑地保全上著しい支障を及ぼすおそれがない場合で、森林法上の保安施設事業及び林

業を営む行為においては届出を要しない。 

 

ス 都市計画法における風致地区 

 

  主伐は択伐とし許可を要する。ただし、森林法上の保安施設事業及び林業を営む行為にお

いては許可を要しない。 

 

セ 急傾斜地崩壊危険区域の森林 

 

（ア）主伐 

ａ 伐採種 

原則として立木竹の伐採には許可を要する。ただし、存置することによって崩壊を誘

発・助長させると認められる立木竹及び急傾斜崩壊防止工事の施工上支障となる立木竹

の伐採を除く。 

ｂ  木竹の滑下又は地曳きによる伐採木竹の搬出には許可を要する。 

 

（イ）その他 

土石の採取又は集積、その他土地の形質の変更等の行為をするときは許可を要する。 

 
  ソ 森林の保護及び管理のための施設に関する事項 
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    森林の保全、落石等の防止、寒風害等の各種被害の防止及び風致等のため必要がある場合

には、所要の保護樹帯を設置することとする。 
    また、林野火災予防のために機材、標板等を設置することとする。 
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